
1月 31日雇用保険法一部改正の法案が提出。育児休業給付（休業開始前賃金の 50％を支

給）について、１歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後６月につき、

休業開始前の賃金に対する給付割合を６７％の引き上げが検討されています。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年（平成 26年）４月より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓取り組み報告やチラシ・ニュース募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

※平成 26年 4月 30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。 


